
２０２１年３月３０日 

 

 

「ドナー休暇制度」の導入について 
 

 

 佐賀銀行（頭取 坂井 秀明）は、従業員の社会貢献活動への支援を充実させることを目的として、２０２１

年４月に「ドナー休暇制度」を導入しますので、お知らせいたします。 

 本制度は、骨髄移植のための骨髄提供に要する期間を、通常の年次有給休暇ではなく、特別休暇として取り

扱うことで、従業員がドナーとなった際の就業上の負担を軽減し、骨髄ドナーへの取組みを支援するものです。 

当行は今後も持続可能な社会作りや地域貢献、地方創生に資する活動に取組んで参ります。 

 

 

記 

 

 

【ドナー休暇制度の概要】 

 

１．適用対象者   全従業員（含むスタッフ） 

 

２．適用範囲    骨髄液の提供（骨髄移植）に伴う、検査・手術等に要する日数 

 

３．休暇の取扱い  特別休暇 

 

４．導入日     ２０２１年４月１日 

 

以 上 
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